
北海道ＳＡＲＳ対策
行 動 計 画（第５版）

本行動計画は、北海道が現在得られる情報を基に作成した暫定版であり、
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北海道ＳＡＲＳ対策行動計画の改訂（第５版）にあたって

平成１５年の春に、東アジアを中心に猛威をふるってきた重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）

は、感染者数８，０９８名、死亡者数７７４名（２００２年１１月１日から２００３年７月３１

日までの期間におけるＷＨＯ報告）を数えるなど、世界的脅威を与えてきたが、その後の各国の

強力な対応により感染者数が減少し、７月上旬には、ＷＨＯが事実上のＳＡＲＳ制圧宣言を行う

など、一応の終息を見たところである。

しかしながら、ＳＡＲＳは、その感染源や感染経路が未だ解明されておらず、有効な治療法の

確立やワクチンの研究、開発など多くの課題が残されている。また、ＷＨＯはインフルエンザが

流行する冬期間におけるＳＡＲＳの流行の可能性を指摘していることから、冬期間におけるより

一層の警戒が重要である。

一方、国においては、東アジアでの流行が確認された時期から、未知の感染症であるＳＡＲＳ

を感染症法に定める「新感染症」に指定し、空港や港湾など水際での検疫強化と各都道府県に対

し厳重な予防対策を講じるよう指示したことから、道としては患者発生に迅速かつ適切な対応が

できるよう平成１５年４月末までに「北海道ＳＡＲＳ対策行動計画」を策定した。

また、５月にはＷＨＯや国などの新たな情報のもとに改訂版（第２版）を作成し、さらに、７

月には、「新感染症」としての取扱いが「指定感染症」に改められたことを受け、改訂版（第３

版）を作成したところである。

このような中、国は、平成１５年１１月５日に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律の一部改正を行い、ＳＡＲＳについては、これまでの「指定感染症」を「一類感染症」

に変更し、無症状病原体保有者についても健康診断などの勧告が行うことができることなど、そ

の取扱いを改めたところである。

このことから、道としては、一類感染症への移行に伴う表現の整理やＳＡＲＳコロナウイルス

の迅速検査法やＳＡＲＳの非流行時における取扱いなど国からの関連通知をもとに、それまでの

行動計画を改訂（第４版）したところであるが、本年４月１日付けの道の組織機構改正に伴う組

織名称の変更に基づき行動計画中における組織名称等を整理し、行動計画を改定（第５版）する

ものである。

医療機関、市町村、消防署など関係機関におかれては、引き続き本計画に基づくＳＡＲＳ対策

の推進について特段の協力をお願いする。


